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１ 基本的事項 

 １）観光圏の区域 

① 構成市町村：新潟市、佐渡市       平成 26 年度 
名称 面積（ｋ㎡） 人口（人） 65 歳以上人口（％） 
新潟市 726.45 804,561 26.0 
佐渡市 855.61 59,932 38.8 

   ※面積：H26.10.1 現在、人口：H26.9 現在、65 歳以上人口：H26 年現在  
 

②設定理由  

佐渡市と新潟市は、江戸時代には北前船の寄港地としてそれぞれ栄えた。幕末に

は開港五港の一つとして新潟港が指定され、その補助港に佐渡両津港が指定されて

いる(注 1)。その後、新潟・両津航路が開かれ両市は強く結ばれて発展してきた(注
2)。平成３１年には新潟港開港１５０年の節目を迎える。 
佐渡市は佐渡金銀山をはじめとする歴史文化と、島の自然や景観を活かした観光

を全国的に展開しており、新潟市においても古町芸妓をはじめとしたみなとまち文

化や国際観光交流の推進など、積極的な観光政策が展開されている。 
このような背景を踏まえて、両市は平成 20 年度に「新潟市・佐渡市誘客連携協

定」を結び観光面での連携を始めるとともに、平成 22 年度からは「トキめき佐渡・

にいがた観光圏」整備事業に官民あげて取り組んできた。 
 
この５ヵ年の活動から見えてきた課題の解決、そして新たな目標にむけて計画を

組み直し、圏域の更なる観光の振興を図るため、次の時代を見据えた新たな観光圏

事業を実施していくこととする。 
 

注１： 1868 年（明治元年）新潟港が開港：1858（安政 5 年）開港の指定を受けた新潟港であった

が、戊辰戦争の影響などで遅れ、10 年後の明治元年 11 月 19 日(西暦 1869 年 1 月 1日)の開

港となった。同時に緊急避難などのための補助港として、佐渡夷港（両津港）も開港した。 

 

注 2： 佐渡新潟航路の開設：1885 年 5 月（明治 17 年）佐渡島・新潟本土側双方の資本により、越

佐汽船会社設立され、その年の 7 月から新潟-夷間に新造船「度津丸」による航路が開設さ

れた。 
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２）滞在促進地区の区域 

①主たる滞在促進地区 
佐渡市の宿泊施設の集中する両津地区、相川地区、南佐渡地区、真野湾地区各々

を主たる滞在促進地区として滞在プログラムの開発展開を図り、滞在者の増加を目

指す。また、それぞれの滞在促進地区の役割と位置づけを明確にする。 
都市

名 
宿泊観光地、 

エリア 
施設数 設定理由等 

佐

渡

市 

両津滞在促

進地区 31 

佐渡の主たる玄関口である新潟市とつながる両津港周辺は佐渡観

光の出発地点および滞在プログラムの主要な基点である。 
両津の中心市街地はじめ周辺部の集落においては観光資源の集積

と鬼太鼓をはじめとする歴史文化の伝承が見られ、滞在プログラ

ムの実施の可能性は高い。 
これに加えて観光の結節点に近い中心市街地周辺には多くの宿泊

施設が集積しており、滞在促進地区の拠点となる。 

相川滞在促

進地区 20 

トキめき佐渡・にいがた観光圏を代表する観光資源であり、現在、

世界文化遺産登録を目指している「佐渡金銀山」を中心とした歴

史文化遺産が集積しているのが相川地区である。 
その金銀山を中心として、古くから観光地としても栄えた相川地

区には佐渡の奥座敷として宿泊施設が集積しており、滞在促進地

区としての拠点性は非常に高い。 

南佐渡滞在

促進地区 
 

26 

小木・直江津航路の小木港、両泊航路の赤泊港の本土と結ばれる 2
つの港があり、北陸新幹線の開通、新高速フェリーの就航で小木

港の南側の玄関口としての役割は非常に重要となる。 
小木、赤泊を含む南佐渡各地の各集落で個性的な鬼太鼓が毎年舞

われ、南佐渡には独特の文化が伝えられており滞在交流プログラ

ム実践の場としての可能性が高い。これに加えて南佐渡を中心と

したジオパーク（ｐ8 注参照）は、また違った佐渡の自然の魅力を

演出してくれる。 
また、小木や赤泊には宿泊施設が集積している。従ってこの地域

も佐渡観光の重要な役割を担う滞在促進地区の拠点となる。 
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真野湾滞在

促進地区 18 

真野湾地区としている真野、佐和田と畑野、新穂、金井の国仲地

区には能や鬼太鼓などの芸能や能舞台や寺社などの史跡も多い。

また、近年は新穂にある「トキ」に関連した施設にも多くの人々

が訪れている。佐渡は FAO によりジアス（世界農業遺産、p8 注

参照）にも認定されているが、その中心ともいえるのが佐渡でも

農業生産が盛んな国仲平野を中心とする真野湾地域である。 
また、宿泊施設の集積も見られ、滞在交流プログラムを担う地区

としての可能性は高い。 
 
②その他の滞在促進地区 

都市

名 
宿泊観光地、エリア 施設数 設定理由等 

新

潟

市 

新潟市中心

市街地滞在

促進地区 

新潟駅・

万代周辺

地区 
27 

新潟駅・万代周辺地区は、国際空港である新潟空港

よりバスで約２５分の位置にあり、新幹線が発着す

る JR 新潟駅や、佐渡への玄関口である新潟港を有

し、当圏域の重要な交通結節点となっている。 
シティホテルやビジネスホテルなどの宿泊施設と、

飲食施設や商業施設などの集積が見られる。 
また、新潟市の商業の中心として栄えてきた古町周

辺地区は、多くの風情ある歴史的建造物や町並みな

どが残るほか、商業・宿泊・料亭をはじめとした飲

食施設が集積している。 
このことから両地区は、滞在促進の拠点となる。 

古町周辺

地区 17 

岩室温泉滞在促進地区 12 

当地区は、温泉観光地としてその名が知られ、ホテ

ルや旅館が集積している。また近隣には弥彦・寺泊

などの観光地もあり、当地区を宿泊先に利用する観

光客も多い。弥彦山に連なる多宝山や角田山および

田園地帯とハサ木など近隣の観光資源も豊富であ

り、プログラムの開発で滞在と交流促進の可能性が

高い地区である。 
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主たる滞在促進地区その他の滞在促進地区位置図 
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３）観光圏整備事業の実施体制 
①トキめき佐渡・にいがた観光圏協議会 

観光圏協議会は一般社団法人佐渡観光協会、公益財団法人新潟観光コンベンシ

ョン協会、東日本旅客鉄道株式会社新潟支社、新潟交通株式会社、新潟交通佐渡

株式会社及び佐渡汽船株式会社が共同事業者の中心となり、事業実施を行う。協

議会への参加団体（資料参照）は 30 以上であり、分科会で役割分担を明確にし、

事業を実施することとする。 
 
②観光地域づくりマネージャー会議（仮称）＝実行組織 

専門知識と経験を有する観光地域づくりマネージャーを中心とした組織を編成

し、滞在プログラムの実施に向けてワークショップ等住民参加の手法を取り込み

ながら事業の中核的実行部隊として活動していく。 
 
③観光地域づくりプラットフォーム 

「トキめき佐渡・にいがた観光圏」の継続的・自立的な取り組みに向けて、一

般社団法人佐渡観光協会を観光地域づくりプラットフォームとし、活動体制を確

立する。 
 
④地方公共団体の役割 

両市は、共同事業者や協議会全体がスムーズに事業遂行ができるよう、事業及

び各団体の調整など積極的に支援する。 
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４）観光圏整備計画の目標 
①宿泊数及び外国人宿泊数 

計画期間中、宿泊者数の年１％、外国人宿泊者数の年６％の伸びを目標とす

る。満足度は、平成２７年度を基準値として年１％の伸びを目標とする。 

○５年後の目標 
宿泊数： 3,077,000 人  外国人宿泊数： 60,500 人  満足度：4％の増 
 

項目 
H25 

（参考値） 

H27 

（初年度） 

H28 

（２年度） 

H29 

（３年度） 

H30 

（４年度） 

H31 

（5 年度） 

宿泊数 2,901,741 2,959,000 2,988,000 3,017,000 3,047,000 3,077,000 

外国人宿泊数 42,880 48,100 50,900 53,900 57,100 60,500 

満足度 

※２ 
- 調査実施 + 1％ + 1％ + 1％ + 1％

数値は新潟市・佐渡市の合計である 

平成２５年度 観光庁「宿泊旅行統計調査」 

※１：宿泊数、外国人宿泊数は延べ宿泊者数  
※２：満足度については、平成２７年度に満足度調査を実施予定。そのデータを基準値として年

１％の増を目指す。 

②観光地域づくりマネージャーの育成等により地域における継続的・自律的な活動

体制を確立するための目標 

定期的に会議を開催するほか、プログラム開発および人材育成ワークショ

ップ研修を行い、プログラムの開発と実施および検証、改善に取り組んでい

く。 

５）計画期間等 
計画期間は平成２７年～平成３１年とする。 

計画について変更の必要が生じた場合には両市及び協議会が十分検討し、

変更を行うこととする。 

 

６）住民その他利害関係者の意見を反映させるための措置及び反映状況 

これまで観光関係団体等に説明、協議を実施してきた。 

今後もホームページなどに公表し、必要に応じ計画に反映させていく。 

なお、各プログラムの組み立てと実施に関しては地元住民の協力が不可欠

であり、住民が参加するワークショップや研修会を開催し、プログラム実施

に向けた活動を展開することとする。 
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２ 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本的

な方針 

１) 新潟市・佐渡市の観光の現状 

（１）交通環境 

 ①佐渡市への航路の強化 
両市は新潟・両津航路により結ばれている。本航路は、カーフェリーとジ

ェットフォイルが運航され、輸送量で他の２航路（小木・直江津航路、赤泊・

寺泊航路）に比べて圧倒的に多いことから、新潟港が本土側における佐渡へ

の主たる玄関口となっている。なお、小木・直江津航路については、平成２

７年の北陸新幹線開業と同航路への新造高速カーフェリー就航があることか

ら、新潟・両津航路と組み合わせた周遊ルートの利用拡大が期待される。 
 

 ②拠点性の高い新潟市の交通環境 

新潟市は上越新幹線や北陸自動車道をはじめとする高速交通網が整備され

ており、さらには東アジア諸国とを結ぶ国際便も発着する新潟空港など国際

拠点都市としての機能が充実している。こうした拠点性から、国内観光とと

もに国際観光においても佐渡への入り口として新潟市の役割と位置づけは重

要なものとなっている。 
   
（２）観光資源 

両市には、以下のような魅力的な観光資源が豊富にある。そのうち主なも

のは次のとおりである。 
 

佐渡市の「しま」の魅力 
歴史文化資源としては、「世界遺産登録を目指す佐渡金銀山」、「鬼太鼓や能

そして民謡などの伝統芸能」、「順徳上皇、日蓮、世阿弥など貴人達の流され

た島の歴史文化」、などが挙げられる。 
自然資源では世界的にも名が知られ、現在、懸命に野生復帰が取り組まれ

ている「国際保護鳥トキ」、そして「天然杉の原生林」、「自然美ゆたかな海岸」

などは現在「日本ジオパーク」（注 3）に認定され、世界認定を目指している。 
また後出の食の魅力でも触れるが、佐渡は「ジアス」（世界農業遺産 GIAHS）

（注 4）に登録された日本有数の食の基地であり、春夏秋冬通じた佐渡の味

「食」が楽しめる。 
 

注３： ジオパークとは、「ジオ」と「パーク」を合体させた造語であり、いわば「大地の公

園」。これまでに糸魚川や磐梯山などの地域が「日本ジオパーク」に認定されている。

ジオパーク認定は、単なる景観の保護を目的としたものではなく、自然を愛し観光

客を受け入れ、地域を活性化することを趣旨としている。佐渡は平成 25 年 9 月 24
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日に日本ジオパークネットワークへの加盟が認定された。ガイドの養成やツアーの

実施などの実績を重ね、近い将来の「世界ジオパーク」認定をめざしている。 
 

注４： ジアス（GIAHS：世界農業遺産）とは、FAO（国連食糧農業機関）が提唱している

「Globally Important Agricultural Heritage Systems」の略称。後世に残すべき生

物多様性を保全している農業上の土地利用方式や景観について、FAO が認定してい

る。佐渡市は平成 22 年 12 月に石川県能登地域とともに日本初の認定申請をし、平

成 23 年 6 月、両地域の登録が決定した。農業振興だけでなく観光振興の面でも注

目されている。 

 
新潟市の「まち」の魅力 
新潟市は、北前船がもたらした特色ある食文化や「旧新潟税関庁舎」をは

じめとする歴史的建造物のほか「古町芸妓」が「料亭」のお座敷に向かう「小

路」など、随所にみなとまちの風情が強く感じられる。また、新潟県の県都

として、商業施設などさまざまな都市機能が充実している。 
一方、都市部からさほど遠くないところに、「潟」と呼ばれる大小の湖沼な

どが広がり、自然を楽しむこともできる。 
さらに、新潟市街地南西の角田山麓には「岩室温泉」があり、昔から近隣

を中心として人気があったが、近年は、目の前に広がる田園の幸を活かした

食と泊の魅力を備えた、歴史文化と品格のある温泉観光地として注目を集め

るようになってきた。 
 

 

両市共通の「食」の魅力 
両市には、前述のとおり「歴史文化」での深い魅力があることに加え、「食」

の魅力として質の高い「海の幸と大地の幸」がある。 
佐渡は海に囲まれた島の利点を活かして昔から漁業が盛んであり四季を通

じてさまざまな海の幸が楽しめる。また、これに加えて佐渡市は平成 22 年に

「ジアス」に認定されたように、環境に配慮した農業が行われている。 
そして新潟市においても海の幸は大きな魅力であり、かつ、信濃川と阿賀

野川に育まれた大地の恵みである米や枝豆、野菜類などは質が高く人気があ

る。また、「みなとまち」のおもてなしを受け継ぐ料亭では、高度な料理の技

や芸妓などの料亭文化が伝承されている。 
加えて新潟市で毎年開かれる、県内９０の酒蔵が出店する「酒の陣」には、

国内外から人が訪れているように、新潟清酒は観光的にも大きな魅力となっ

ている。 
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これまでの観光圏の総括 
これまで両市の有利性を活かしながら、各公共交通機関と連携した「トキ

めき佐渡・にいがた観光圏フリーパス」の発行販売、ＪＲ東日本の雑誌掲載

などの連携した取組みはできたものの、新潟と佐渡としての独自の観光ブラ

ンドを確立できなかったことが大きな課題となった。 
そこで、新潟と佐渡が他地域に比べ強みをもつ「食」「歴史文化」に着目し

し、日本海をまたいだ観光圏としてのブランドを確立していく。 
今までの取り組みを活かした、より深く新潟、佐渡の歴史文化に焦点を当

てた観光商品と販売や地元食材を活用した「食と酒」を中心に据えた新潟、

佐渡のブランドイメージの形成、外国人へのあたたかいおもてなしによるイ

ンバウンドの推進及びコンベンション誘致とアフターコンベンションの充実

を図っていく。 
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２) 観光圏整備の課題 

本事業を今後５年間進めていく上での主要課題 

（１）恵まれた資源の活用 
両市の観光資源は豊富であり、その中でも主要な魅力である「食」と「歴

史文化」に焦点を当てることで、明確なブランドの確立を打ち出していく必

要がある。 
 

（２）資源を活かす滞在プログラム開発 

消費者ニーズの多様化・高度化に伴い、広域連携と差別化を念頭に置いた、

佐渡・新潟の地域個性を前面に出した継続性の高い滞在プログラムの開発が

必要である。 

 

（３）受け入れ・おもてなしの質的向上 

観光客が直接触れ合うのは、お店の販売員や旅館ホテルの従業員、観光ガ

イドなど町で会う人々である。人と人との付き合いが心に訴える最も大きな

力（＝感動）となる。そのための体制整備と「おもてなし」研修による人的

パワーの活用で観光圏の質的向上を図る必要がある。 

 

（４）情報発信力の強化と一体的なブランドイメージ形成 
両市の豊富な観光資源を活かした一体的なブランドイメージの形成を図り、

データや情報収集等を行い、ニーズに応じた情報発信力の強化とプロモーシ

ョン展開を行う必要がある。 

 

（５）国際観光の更なる強化 

新幹線や国際空港など高速交通網が整備された新潟市とミシュランガイ

ドに掲載された佐渡市を組み合わせることで、より多くの外国人観光客を取

り込めることが期待できることから、国際観光の更なる強化に取り組む必要

がある。 
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３) 基本方針 

(１)基本コンセプト 

本事業の基本コンセプトは、古くから北前船により地域が栄えた共通の背景から、 

「新たな北前船の旅立ちへ」 

～新潟みなとの先に悠久の島・佐渡がある～ 

とし、事業の推進を図る。 

 

北前船の交易により栄えてきた両地域は、幕末期の開港時に両津港が新潟

港の補助港として指定されるなど、古くから関係を深めてきた。 

また、近年は平成２０年８月に「新潟市・佐渡市誘客連携協定」の締結や、

「トキめき佐渡・にいがた観光圏」整備事業に取り組むなど、新潟市・佐渡

市が一体となり、圏域への誘客活動を推進してきた。 

今までのつながりを基に、本整備計画では、両市の関係を「北前船」に見

立て、東アジアをはじめとする世界に開かれた観光地づくりを目指すほか、

産業としての観光を目指すだけでなく、地域で育まれた文化や歴史などを「積

荷」とし、次世代に伝えていくという視点を加え、両地域の起点となる「港」

から、次の段階に進んでいく様子をイメージし、「新たな北前船の旅立ち」を

基本コンセプトとした。 
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(２)基本方針 

基本コンセプトを具現化するための基本方針を以下に掲げる。日本海の風

土が育む、佐渡市・新潟市の「食」と「歴史文化」の２つを軸に、地域を堪

能するプログラムづくり、おもてなしの醸成、内外へのプロモーション展開

を推進する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
① 資源の発掘・見直し・追求 

～「佐渡・にいがた」の食づくり 

日本海を挟む両市は、日本海の気候風土のなかで、それぞれ豊かな農水畜

産物を育み、美味しい食材の宝庫となっている。こうした食材を活用し、美

味しい食として提供できるよう、料理メニューと提供の開発を行う。 
特に、世界農業遺産の佐渡市、国家戦略特区（農業分野、注 5）の新潟市、

それぞれの特性を融合した料理メニューの開発を行い、観光圏全体の統一イ

メージの形成を図るとともに、食を堪能するおもてなしづくりを推進する。 
 

注５：国家戦略特区：国が特定の地域や分野を限定して規制緩和や税制上の優遇措置などを

行うことで、企業の投資や人材を呼び込み、地域経済の活性化を目指すもの。新潟市

は、平成 26 年 5月 1日に「大規模農業改革拠点」として、農業の生産性向上及び農産

物・食品の高付加価値化を実現し、農業の国際競争力強化のための拠点に指定された。  

 
② 「佐渡・にいがた」で一体的な滞在プログラム開発 

～「佐渡・にいがた」の歴史文化が育んだ悠久の時を堪能する滞在プログラムづくり 

古くから日本海の交易で繁栄し、歴史文化を育んできた両市。ゆったりと

した時間の流れのなかにある佐渡市、みなとまちの魅力あふれる新潟、くつ

ろぎの岩室温泉、それぞれの地域で流れる時間滞在を体験・堪能できる滞在

プログラムづくりを推進し、個人の観光宿泊客にも提供できる体制を構築す

るとともに、宿泊魅力の向上を図る 

① 資源の発掘・見直し・追求 

～「佐渡・にいがた」の食づくり 

② 「佐渡・にいがた」で一体的な滞在プログラム開発 

～「佐渡・にいがた」の歴史文化が育んだ悠久の時を堪能する滞在プログラムづくり 

③ 「佐渡・にいがた」を一体的に楽しむ移動環境の充実 

～「佐渡・にいがた」の回遊性を生み出すプログラムづくり 

④ 案内機能の強化とホスピタリティ増進 

～外国人にも、あたたかいおもてなしづくり 

⑤ 「佐渡・にいがた」がひとつになった情報発信力の強化 

～外国人にも伝えたい「佐渡・にいがた」の魅力 
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③ 「佐渡・にいがた」を一体的に楽しむ移動環境の充実 

～「佐渡・にいがた」の回遊性を生み出すプログラムづくり 

 
越佐海峡を挟んで存在する両市。両市の移動は佐渡汽船にて結ばれている

が、今後増えるであろう個人旅行者に対してもストレスなく自由に往来でき

るサービスの提供を推進し、「佐渡・にいがた」を一体的に回遊できるプログ

ラムづくりを推進する。また佐渡汽船の往来のみならず、それぞれの地域（佐

渡島内、新潟市内、新潟市中心部〜岩室温泉）の自由な往来を可能にする二

次交通の充実を図る。 
あわせて回遊性を活かした旅行商品の造成を促進し、観光目的以外の

MICE などでの来訪者に対しても観光による回遊性と滞在満足度の向上を図

る。 
 

④ 案内機能の強化とホスピタリティ増進 

～外国人にも、あたたかいおもてなしづくり 

 
「佐渡・にいがた」が一体的となった圏域として全体で観光客を温かく出

迎えるために、圏域の入り口となる新潟駅観光案内所での情報提供の充実と、

そこを核とした各案内所のネットワークの強化を図る。 
また観光客が接するホテルのフロント、交通機関の各窓口、運転手などに

おけるおもてなしの受入サービスの充実を図る。さらに地域全体でのおもて

なし機運を高めるために、住民を対象に研修などを行う。 
 

⑤ 「佐渡・にいがた」がひとつになった情報発信力の強化 

～外国人にも伝えたい「佐渡・にいがた」の魅力 

 
両市が一体となった圏域としての認知度はまだ低いなか、一体的な圏域イ

メージ（地域ブランド）の確立のため、国内外に向けて、両市が一体となっ

たプロモーション展開を図る。特に北陸新幹線・上越新幹線を使った回遊ル

ート、航空路を活用した周遊ルートの周知なども含め、海外プロモーション、

国内航空路就航都市へのプロモーションを強化する。 
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３ 観光圏整備事業の概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

【事業メニュー】 

（１）主たる滞在促進地区を起点とする滞在プログラム企画促進、魅力向上等

事業および 滞在コンテンツの魅力向上 

(1-1) 地域素材を満足度につなげるマーケティング調査 

(1-2) 佐渡・にいがたを表出する、食のおもてなしの開発 

(1-3) 外国人にもあたたかいおもてなしづくり 

情報提供の充実、宿泊サービスの改善・向上、魅力向上、外国人の受

け入れ環境充実 

(1-4) 二次交通の充実（フリーパスの展開、拡充） 

(1-5) 快適な船旅の演出 

（２）主たる滞在促進地区における事業 

(2-1) サービスの改善・向上、集客力の向上 

(2-2) 滞在コンテンツの魅力向上 

(2-3) 移動の利便性の向上(アクセス整備) 

(2-4) その他 

（３） その他の滞在促進地区等における滞在・回遊促進事業 

(3-1) みなとまち新潟の滞在コンテンツ開発や岩室温泉滞在コンテンツの

魅力向上事業 

(3-2)  回遊性のあるプログラムメニュー及び旅行商品の開発 

（４） 住民に対する意識啓発等事業 

(4-1) 地域での「おもてなし研修」実施  

(4-2) トキめき佐渡・にいがた観光圏フォーラム 

（５） その他事業 

(5-1) ＭＩＣＥの誘致に関する事業 

(5-2) 教育体験旅行の魅力向上 
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（１）主たる滞在促進地区を起点とする滞在プログラム企画促進、魅力向上等事業 

  および 滞在コンテンツの魅力向上 

 

(1－1) 地域素材を満足度につなげるマーケティング調査 

□実施対象：新潟市、佐渡市 

□期間：H27、満足度調査は H27～31 

□事業内容 

観光圏全域において「アンケート調査」、「モニタリング調査」の実施、「満

足度調査」の継続実施を推進し、滞在観光地及び滞在プログラムの魅力向上

を目指す。調査においては「鬼太鼓と祭礼」の滞在プログラムの項目を設定

し、ニーズの動向を探る。 

調査は外国人観光客も対象とし、アンケートは英語など外国語による調査

票も用意する。解析結果は域内の観光関係者にセミナーなどを通じて報告を

行い、改善に結びつける。 

 

□実施主体：佐渡観光協会、新潟観光コンベンション協会 

 

(1－2) 「佐渡・にいがた」を表出する、食のおもてなしの開発 

□実施対象：新潟市、佐渡市 

□期間：H27～31 

□事業内容 

主たる滞在促進地区である佐渡市の各宿泊観光地において、泊食分離も踏

まえて、地産地消費につながる「佐渡の郷土料理」「日本海の味」のメニュー

開発と提供の仕方を統一的に行えるようにし、圏域全体に広げていく。 
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事業メニュー 

・ 佐渡のお祭り料理、佐渡の家庭料理メニュー開発 

祭礼の料理、家庭の料理を提供する。佐渡の代表的な家庭料理として

煮しめやいごねりなどを味わってもらうことで、佐渡の生活の一端を

感じてもらう。 
・ 「日本海の味」の統一メニュー開発 

佐渡や新潟で取れる海産物やおいしい米、野菜などを材料とし、佐渡・

新潟を表出するようなメニューを開発する。 
・ 「味のおもてなし」研修の実施 

日本海の味を提供するスタッフ（日本海の味を提供する関係者や宿泊

施設関係者、飲食業関係者）が、食材や料理にまつわる逸話を交えな

がら提供できるよう研修会を開く。 
 

□実施主体：佐渡観光協会、新潟観光コンベンション協会 

 

（1－3）外国人にもあたたかいおもてなしづくり 

情報提供の充実、宿泊サービスの改善・向上、魅力向上、外国人の受け

入れ環境充実 

□実施対象：新潟市、佐渡市 

□期間：H27～31 

□事業内容 

観光プラットフォームを中心とした各地区の案内所とのネットワークを形

成し観光情報サービスの充実を図る。そのためにも新潟駅周辺はじめ、各地

区の案内所の整備と機能強化を進めていく。 
また、外国人観光客受け入れ環境の充実のため、（１-１）で行われるアン

ケートやヒアリング調査の分析結果を踏まえ、宿泊施設や観光施設等での施

設案内や滞在プログラム紹介などの外国語アナウンス（英語、中国語、韓国

語、ロシア語、フランス語など）を行う。 
 

事業メニュー 

・ 新潟駅前、佐渡汽船ターミナルなど案内拠点での外国語対応の案内機

能の向上、船やバスでの案内の充実。 
・ 新潟駅前観光案内所を「トキめき佐渡・にいがた観光圏案内所」とし

て機能充実、及び各地区の案内所の情報整備と機能強化。 
・ 宿泊施設、観光施設等での外国語対応の向上のため、案内表記や外国

語講習会を開催。 
 

□実施主体：佐渡観光協会、新潟観光コンベンション協会、佐渡汽船、新潟交

通、新潟交通佐渡、いわむろや 
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 (1－4) 二次交通の充実（フリーパスの展開、拡充） 

□実施対象：圏域全体 

□期間：H27～31 

□事業内容 
圏域全体で移動の円滑化を推進し、特に個人旅行者が使えるフリーパスの

展開、拡充など二次交通の充実を進めていく。具体的には佐渡島内の観光循

環バスや岩室温泉と新潟市を結ぶ送迎バスルートの充実を図る。 

 

□実施主体：佐渡観光協会、新潟交通佐渡、佐渡汽船、東日本旅客鉄道、新潟

交通、新潟観光コンベンション協会、岩室温泉観光協会 

 

（1－5）快適な船旅の演出 

 □対象：佐渡(航路)、新潟市、佐渡市 

 □期間：H27～31 

 □事業内容 
船旅を演出するため、佐渡汽船カーフェリー及びジェットフォイル船内に

おいて情報サービス、職員の対面案内、滞在プログラム紹介などの充実を図

り、両市を繋ぐ旅の快適性を向上させる。併せて船の旅そのものの演出プロ

グラムを開発する。 

また、クルーズ船寄港時における滞在プログラムの情報提供を行うなど受

入環境整備を図る 

 
□実施主体：佐渡汽船、佐渡観光協会、新潟観光コンベンション協会 
 

（２） 主たる滞在促進地区における事業 

 

(2－1)サービスの改善・向上、集客力の向上 

□実施対象：佐渡市 

□期間：H27～31 

□事業内容 

滞在プログラム実施に向けてのガイド養成やおもてなし研修を実施すると

ともに、宿泊施設での滞在プログラムの紹介と販売を促進する。 

 

□実施主体：佐渡観光協会、鼓童文化財団 
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（2－2）滞在コンテンツの魅力向上 

□実施対象：佐渡市 

□期間：H28～31 

□事業内容 

滞在プログラム開発を進め、これまでのプログラムと組み合わせて滞在コ

ンテンツを充実させていく。メインプロジェクトは「鬼太鼓」の滞在プログ

ラムである。これを中心として主たる滞在促進地区においていくつかの「滞

在プログラム案の開発と検証・改善」を図り、それを観光圏全体に広めてい

く。 

宿泊施設等においても、滞在プログラムのアピールと販売を促進する。こ

れは圏域全体においてプログラムの開発展開の汎用モデルとしてマニュアル

化する。 

事業メニュー 

・「滞在プログラムの開発のためのワークショップ」：事業案への反映と観

光圏内への事業アピール 
・「滞在プログラムの検証改善事業」：モニタリング事業による検証・改善 

 

□新しく開発される主な滞在プログラム 

「鬼太鼓」参加体験プログラム 

「佐渡の祭り」参加プログラム 

「生活の中の交流」プログラム：味と食、産業・技術など 

 

□実施主体：佐渡観光協会 
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（2－3）移動の利便性の向上(アクセス整備) 

□対象：佐渡市 

□期間：H27～31 

□事業内容 
佐渡島内における交通アクセス条件の向上のために、観光循環バスを活か

した二次交通の充実を図る。 

□実施主体：新潟交通佐渡、佐渡観光協会 

（2-4）その他 

□対象：佐渡市 

□期間：H27～31 

□事業内容 

ＭＩＣＥの誘致を図るとともに、コンベンションで誘致した人々のアフター

コンベンションを充実させるための情報と滞在プログラムの提供を図る。 
 

□実施主体：佐渡観光協会、新潟観光コンベンション協会 

 

 
 
（３） その他の滞在促進地区等における滞在・回遊促進事業 
  
（3―1）みなとまち新潟の滞在コンテンツ開発や岩室温泉滞在コンテンツの魅力向

上事業 

□実施対象：新潟市 

□期間：H27～31 

□事業内容    

滞在の魅力を高めるために、各滞在促進地区において滞在コンテンツの充

実を図る。 

 

事業メニュー 

・新潟駅・万代周辺滞在促進地区滞在コンテンツの魅力向上事業 
・古町周辺滞在促進地区滞在コンテンツの魅力向上事業 

・岩室温泉滞在促進地区滞在コンテンツの魅力向上事業 

・新潟の郷土料理メニュー開発・推進事業（「のっぺ」や評判の高い「地酒」

を提供する。協力店を募りその魅力をきちんとアピールする。協力店を対

象に「味のおもてなし」（おもてなし研修）を行い、「ガイドマニュアル」

を作成・提供する。） 

   

   □実施主体：新潟観光コンベンション協会、岩室温泉観光協会 
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（3－2）回遊性のあるプログラムメニュー及び旅行商品の開発 

□実施対象：新潟市 

□時期：H27～31 

□事業内容 

新潟駅から岩室温泉への回遊性を引き出す魅力的な旅行商品を開発する。

それに伴って必要な滞在プログラムも開発する。 

 

事業メニュー 

・周遊チケットの発売(既存の継続と改善） 
・旅行商品の開発販売 
・滞在プログラムメニューの充実（新潟市） 

 ：「食とみなとまち文化を味わう」、「新潟に来たらコレ！」等 

 

□実施主体：新潟観光コンベンション協会、岩室温泉観光協会 

 
 
（４） 住民に対する意識啓発等事業 

 

（4－1）地域での「おもてなし研修」実施  

□実施対象：新潟市、佐渡市 

□期間：H27～31 

□事業内容  

観光客と直接接するさまざまな職種の人々は観光圏事業を担う重要な財

産（人財）である。観光圏全域において、それらの人々を対象に、サービ

スの質向上と人材育成を目指して、分野ごとのおもてなし研修を実施する。

以下はそのメニューである。なおそれぞれの研修はプログラムごとにマニ

ュアル化して改善しながらテキストとして次に活かしていく。 

 

事業メニュー 

・「地域のおもてなし」研修 

集落ガイド、祭りの案内ガイド、鬼太鼓指導者対象 

・「まち歩きや体験プログラムのおもてなし」研修 

既存の各プログラムのガイド対象 

□実施主体：佐渡観光協会、新潟観光コンベンション協会 
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 （4－2）トキめき佐渡・にいがた観光圏フォーラム 

□実施対象：新潟市、佐渡市 

□期間：H27～31 

□事業内容 

観光圏事業推進のための講演会、事業報告会を行い事業関係者や圏域住民

の認識を高める。これは佐渡と新潟で毎年実施する。 

 

□実施主体：佐渡観光協会、新潟観光コンベンション協会 
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（５） その他事業 

 

（5－1）ＭＩＣＥの誘致に関する事業 

□ 実施対象：新潟市、佐渡市 

□ 期間：H27～31 

□ 事業内容 

両市一体となって、Meeting（会議・研修・セミナー）、Incentive tour

（報奨・招待旅行）、 Convention またはConference（大会・学会・国際会

議）、 Exhibition（展示会）の誘致を図るとともに、コンベンションで誘

致した人々のアフターコンベンションを充実させるための情報と滞在プロ

グラムの提供を図る。 

また、トキめき佐渡・にいがた観光圏の新たな魅力としてスポーツを観

光の切り口の一つに加える。新潟市においてはサッカーＪリーグをはじめ

としたプロスポーツイベントが年間数多く開かれ、また佐渡市と新潟市の

双方でマラソンなどの市民参加型のスポーツが盛んになっている。 

今後、２０２０年東京オリンピック・パラリンピックなど国際的に大き

なスポーツイベントの開催が予定されており、当観光圏域においても、関

連大会や合宿等の誘致などが見込まれ、その受け入れ準備も求められてい

る。これらに対応するため「スポーツ観光」の基盤や観光関連プログラム

の整備を新潟市文化・スポーツコミッションとともに取り組んでいく。 

□ 実施主体：新潟観光コンベンション協会、佐渡観光協会 

 

事業メニュー 

・「スポーツ観光」受け入れ整備 

・コンベンション受入環境の充実 

 
 

（5-2）教育体験旅行の魅力向上 

□実施対象：新潟市、佐渡市 

□期間：H27～31 

□事業内容 

両市の農山漁村等の地域と協力した民泊等の体験宿泊の受入整備や、体験

プログラムの開発を行い、国内外からの教育体験旅行の推進を図る。 

□実施主体：新潟観光コンベンション協会、佐渡観光協会 
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４ 協議会に関する資料等 

 別添のとおり。（協議会規約を添付） 

 

 

５ その他市町村又は都道府県が必要と認める事項 

両市は、観光振興及び地域活性化のために、新潟県と連携し取り組んでいる。 

トキめき佐渡・にいがた観光圏協議会発足時より、新潟県は特別アドバイザー

として協議会に参画しており、事業についての把握と連携を行ってきた。本整備

計画についても基本方針、事業概要に賛同を得ている。 

また新潟県と佐渡市は、連携しながら「金を中心とする佐渡鉱山の遺産群」の

世界文化遺産登録に向けて積極的に取り組んでいる。 

さらに、両市は、本整備計画に基づく滞在プログラム等の企画促進および魅力

向上事業を行うに当たっても、外国人観光客の受入及び誘致、二次交通の充実、

快適な船旅の演出などの面において、新潟県国際観光テーマ地区推進協議会やク

ルーズ客船取組連絡会議等を通じて新潟県と密接な連携をしながら事業を進めて

行く。 

加えて、MICE 誘致に当たっても、両市が参画する新潟県 MICE 協議会の活動に

より、新潟県と連携した取組を実施するなど、魅力ある観光圏づくりに努めてい

る。 

 

 

参考資料 

 

１．トキめき佐渡・にいがた観光圏協議会規約 
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１． トキめき佐渡・にいがた観光圏協議会規約 

 

平成２２年２月１７日制定 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この協議会は、トキめき佐渡・にいがた観光圏協議会（以下「協議会」という。）と称す

る。 

 

（事務所） 

第２条 協議会は、事務所を新潟県佐渡市両津湊 353 番地に置く。 

 

（目的） 

第３条 協議会は、観光地相互間の連携によって観光圏を形成し、その観光の魅力の増進により

国際競争力を高め、内外からの観光旅客の来訪及び滞在を促進することを目的とする。 

 

（業務） 

第４条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。 

（１）観光圏整備計画の策定に関する業務 

（２）観光圏整備実施計画に関する業務 

（３）観光圏整備事業費補助事業に関する業務 

（４）その他協議会が定める業務 

 

第２章 構成員等 

（協議会の構成員） 

第５条 協議会の委員は、別表に掲げるものをもって組織する。 

 

（届出） 

第６条 構成員は、その氏名及び住所（構成員が団体の場合については、その名称、所在地及び

代表者の氏名）に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届けなければならない。 

 

第３章 運営等 

（協議会の運営） 

第７条 協議会に役員として会長、副会長、監事をおき、役員を総会において選出する。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合はその職務を代理する。 

４ 監事は、会計を監査する。 

５ 協議会の議決の方法は、多数決とし、可否同数の場合は議長の決するところによる。 
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６ 協議会は、原則として公開とする。 

７ 協議会の事務局は、一般社団法人佐渡観光協会において処理する。 

 

(顧問) 

第８条 協議会に顧問をおき、新潟市長および佐渡市長をもってこれに当てる。 

 

（特別アドバイザー） 

第８条の２ 協議会に特別アドバイザーを置くことができる。 

 

（部会） 

第９条 協議会は、事業を円滑に推進するため、部会を置くことができる。 

２ 部会は、第５条に定める構成員の実務担当者等をもって構成する。 

３ 部会は、会長の指名によりアドバイザーを置くことができる。 

４ 部会は、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。 

５ 部会は、必要に応じ事務局が招集する。 

 

（幹事会） 

第 10条 協議会は、業務その他協議会の運営に当たって必要な事項を処理するため、幹事会を置

く。 

２ 幹事会は、第５条に定める構成員その他協議会が必要と認めた者を委員とすることができる。 

３ 幹事会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる。 

 

第４章 総会 

（総会の種別） 

第 11条 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

２ 総会の議長は、総会において出席委員のうちから選出する。 

３ 通常総会は、毎年１回以上開催する。 

４ 臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。 

 

（総会の議決方法等） 

第 12条 総会は、委員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。 

２ 委員は、総会において、各１個の議決権を有する。 

 

（協議結果の取扱い） 

第 13条 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重

しなければならない。 

 

（議事録） 

第 14条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 
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２ 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。 

（１）日時及び場所 

（２）委員の現在数、当該総会に出席した委員数、当該総会に出席したと見なされた者の数及び

当該総会に出席した委員の氏名 

（３）議案 

（４）議事の経過の概要及びその結果 

（５）議事録署名人の選任に関する事項 

３ 議事録は、第２条の事務所に備え付けておかなければならない。 

 

第５章 業務計画 

（業務計画） 

第 15条 協議会の業務計画は、会長が作成し、業務開始前に総会の議決を得なければならない。 

２ 前項の業務計画を変更しようとする場合についても、同様とする。 

 

第６章 会計 

（事業年度） 

第 16条 協議会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（資金） 

第 17条 協議会の資金は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）国土交通省の補助金（観光圏整備事業費補助金） 

（２）新潟市、佐渡市からの交付金、負担金等 

（３）その他の収入 

 

（資金の取扱い） 

第 18条 協議会の資金の取扱方法は、別途会計処理規程で定める。 

 

（事務経費支弁の方法等） 

第 19条 協議会の事務に要する経費は、第 16 条の資金をもって充てる。 

 

（収支予算） 

第 20条 協議会の収支予算は、事務局が作成し、事業開始前に総会の議決を得なければならない。 

 

第７章 代表者 

（代表者） 

第 21条 総会の決定に基づき観光圏整備事業の業務を執行するために代表者を置く。 

２ 協議会の代表者は、次に掲げるものとし、観光圏整備事業費補助事業の代表者とする。 

一般社団法人佐渡観光協会 理事長 木村英太郎 
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（監査等） 

第 22条 監事は、毎事業年度終了後、観光圏整備事業費補助事業の代表者に対し、当該補助事業

に関する監査を実施しなければならない。 

２ 監事は、監査終了後において、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、会長はその監

査報告書を総会に提出しなければならない。 

 

第８章 雑則 

（細則） 

第 23条 観光圏整備事業費補助金交付要綱その他この規約に定めるものの他、協議会の事務の運

営上必要な細則は、会長が別に定める。 

 

附則 

１ この規約は、平成２２年２月１７日から施行する。 

２ 設立当初の事業年度は、第 15条の規定にかかわらず、協議会設立の日から翌年３月３１日まで

とする。 

１ この規約は、平成２２年７月６日から施行する。 

１ この規約は、平成２４年３月２７日から施行する。 

１ この規約は、平成２５年６月３日から施行する。 

 

 

 

 

 



29 

別表（第５条関係）    協議会の構成員 

 

行 政 新潟市 佐渡市 

民間団体 

 

公益財団法人新潟観光コンベンション協会 

一般社団法人佐渡観光協会 

東日本旅客鉄道株式会社新潟支社 

新潟交通株式会社 

新潟交通佐渡株式会社 

佐渡汽船株式会社 

新潟商工会議所 

新潟市北区観光協会 

新津観光協会 

新潟市南区観光協会 

岩室温泉観光協会 

巻観光協会 

新潟市ホテル旅館業連絡協議会 

日本航空株式会社新潟支店 

新日本航空株式会社新潟運航所 

株式会社フジドリームエアラインズ新潟空港支店 

全日本空輸株式会社新潟支店 

新潟市ハイヤータクシー協会 

一般社団法人日本旅行業協会関東支部新潟県地区委員会 

社団法人全国旅行業協会新潟県支部 

にいがた食の陣実行委員会 

新潟シティガイド 

ＮＰＯ法人にいがたデジタルコンテンツ推進協議会 

佐渡連合商工会 

佐渡観光旅館連盟 

佐渡地区ハイヤー協会 

佐渡地区農山漁村体験推進協議会 

佐渡ご当地グルメ普及促進協議会 

学校法人新潟国際藝術学院 

公益財団法人鼓童文化財団 

京都光華女子大学 

 ※順不同 
 
 


